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植物性油脂が被覆された尿素の取扱いについて 
 

このことについて、平成 26 年 7 月 15 日付け事務連絡をもって、農林水

産省消費・安全局畜水産安全管理課課長補佐（飼料安全基準班担当）及び

同課課長補佐（飼料検査指導班担当）から連名で別添のとおり通知があり

ました。貴会関係者にも周知方よろしくお願いいたします。 
このたびの通知は、①今般、植物性油脂が被覆された尿素（以下「被覆

尿素」という。）が、別添の条件を全て満たした場合は、既に我が国で牛へ

の飼料として使用が認められている尿素と同様に取扱うこととしたこと、

②被覆尿素の取扱いについては、「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関す

る省令」の別表第 1 の 4 の「尿素及び尿素を原料とする飼料の成分規格及

び製造の方法等の基準」に準じて行うとともに、尿素と同様十分に留意す

ること、③被覆尿素は尿素と同様に単体飼料として取扱うこととし、「飼料

の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」第 32 条の規定に基づく昭

和 51 年農林省告示第 760 号の別表の 3 の（5）のその他の混合飼料には該

当しないものとして取扱うこと、の 3 点について、本会会員への周知を依

頼されたものです。 
 

 

本件のお問合わせ先 
公益社団法人 

日本獣医師会事業担当：笹 川 
  TEL 03－3475－1601 
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